
別表１

感染症等報告の対象施設・事業所，報告先（担当課）

１　老人福祉法，介護保険法関係施設等

指導監査課 高齢福祉課

高齢者担当 相談支援担当

○

○

○

○

○

〇

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

生活支援ハウス ○

　 感染症等が発生した場合，市立函館保健所保健予防課(感染症・難病担当)に報告するとともに，下表の報告先（担当課）にも報告すること。

対象施設・事業所

報告先（担当課）

保健福祉部

老人福祉法 介護保険法

老人デイサービス事業

通所介護（宿泊サービス含む）
第１号通所事業（国基準通所型サービス）（宿泊サービス含む）
認知症対応型通所介護（宿泊サービス含む）
介護予防認知症対応型通所介護（宿泊サービス含む）
地域密着型通所介護（宿泊サービス含む）

通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション

老人短期入所事業
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護

小規模多機能型
居宅介護事業

小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護

認知症対応型老人
共同生活援助事業

認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護

短期入所療養介護
介護予防短期入所療養介護

介護老人保健施設

介護医療院

特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護

複合型サービス福祉事業 複合型サービス

第１号通所事業（通所型サービスＣ）（宿泊サービス含む）

養護老人ホーム

特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護

上記以外

老人福祉センター 地域福祉課

特別養護老人ホーム
介護老人福祉施設

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

軽費老人ホーム

特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護

上記以外

有料老人ホーム

特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

上記以外



２　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律関係施設等

指導監査課

障がい等担当
社会参加・
事業担当

相談支援・
精神保健担当

療養介護 ○

生活介護 ○

自立訓練 ○

就労移行支援 ○

就労継続支援（Ａ型） ○

就労継続支援（Ｂ型） ○

短期入所 ○

共同生活援助 ○

就労定着支援 ○

自立生活援助 ○

○

一般相談支援事業所 ○

特定相談支援事業所 ○

障害者支援施設 ○

地域活動支援センター
　○（精神障害者関係

を除く）
　○　（精神障害者関

係のみ）

福祉ホーム ○

移動支援事業所 ○

日中一時支援 ○

３　児童福祉法関係施設等

報告先（担当課）

保健福祉部

指導監査課 子どもサービス課 子育て支援課

障がい等担当 指導監査担当 母子児童担当

保育所 ○

認定こども園 ○

母子生活支援施設 ○

児童発達支援 ○

放課後等デイサービス ○

居宅訪問型児童発達支援 ○

保育所等訪問支援 ○

障害児相談支援 ○

４　生活保護法関係施設等

救護施設

対象施設・事業所

報告先（担当課）

保健福祉部

障がい保健福祉課

事
業
所

就労選択支援

施
設

地
域
生
活
支

援
事
業
所

対象施設
子ども未来部

施
設

事
業
所

対象施設

報告先（担当課）

保健福祉部　指導監査課

法人・施設担当

○



５　社会福祉法関係施設

無料低額宿泊所

６　報告先（担当課）電話・FAX番号

報告先（担当課） 電話番号 FAX番号

３２－１５３９ ３２－１５２６

２１－３２６２

２１－３９２６

２１－３９２７

２１－３９２３

２１－３９２５

２１－３０２２

２１－３２９３

２１－３２８９

２１－３０２５ ２６－５９３６

保健福祉部障がい保健福祉課（社会参加・事業担当） ２１－３２６３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（相談支援・精神保健担当） ２１－３０７７

２１－３０５９ ２２－２３４０

２１－３２７３ ２７－６２６２

対象施設

報告先（担当課）

保健福祉部　指導監査課

法人・施設担当

○

市立函館保健所保健予防課（感染症・難病担当） 

保健福祉部指導監査課（法人・施設担当）

２１－３９２８保健福祉部指導監査課（高齢者担当）

保健福祉部指導監査課（障がい等担当）

２６－４０９０

保健福祉部高齢福祉課（相談支援担当）

２７－２７７０

子ども未来部子どもサービス課（指導監査担当）

子ども未来部子育て支援課（母子児童担当）

保健福祉部地域福祉課


